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○ 西尾市自転車等の放置の防止に関する条例 

 (放置自転車等対策審議会の設置) 

 第１５条 放置禁止区域の指定、変更、解除その他市長が必要と認める事項について審議する

必要が生じたときは、西尾市放置自転車等対策審議会を置く。 

  

○ 西尾市自転車等の放置の防止に関する条例施行規則 

 第１０条 条例第１５条の規定により設置する西尾市放置自転車等対策審議会( 以下「審議会」

という。)は、委員１０名以内で組織する。 

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

    略 (上記構成区分による) 

3 委員の任期は、当該諮問に係る審議が終了するまでとする。 


